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7月20日〜8月17日

森
会
長
が
、
国
の
出
先
機
関
改
革
に
つ
い
て 

海
江
田
民
主
党
地
域
主
権
調
査
会
会
長
、 

山
花
同
事
務
局
長
に
申
し
入
れ

　

７
月
25
日
、
民
主
党
地
域
主
権
調
査
会
の
意
見
集

約
に
先
立
ち
、
海
江
田
民
主
党
地
域
主
権
調
査
会
会

長
、
山
花
同
事
務
局
長
が
森
会
長
と
の
意
見
交
換
を

行
う
た
め
、
本
会
を
来
訪
。

　

森
会
長
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
本
会
の
決
議
、
重

点
提
言
等
を
踏
ま
え
、
法
律
案
で
は
、
市
町
村
と
密

接
不
可
分
な
利
害
関
係
を
有
す
る
具
体
的
な
移
譲
対

象
事
務
の
範
囲
や
具
体
的
な
財
源
措
置
の
あ
り
方
、

さ
ら
に
は
区
域
の
設
定
や
国
の
関
与
の
内
容
等
の
重

要
事
項
に
つ
い

て
、
そ
れ
ら
の
全

体
像
や
詳
細
が
未

だ
明
ら
か
で
な
い

ま
ま
で
あ
る
。
ま

た
、
基
礎
自
治
体

を
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
位
置
付
け
、

特
定
広
域
連
合
委

員
会
等
に
基
礎
自

治
体
の
代
表
を
メ

ン
バ
ー
と
し
て
参

画
で
き
る
よ
う
に

す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
課

題
や
問
題
点
等
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
制
度
設
計
上
の
重
要
か
つ

具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
全
体
像
が
示
さ
れ
な
い

ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
安
全
・

安
心
に
直
接
責
任
を
負
う
、
基
礎
自
治
体
と
し
て
は

懸
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
っ
て
、
拙
速
に
進

め
る
こ
と
な
く
、
我
々
の
意
見
に
真し
ん
し摯
に
耳
を
傾
け
、

さ
ら
に
十
分
な
検
討
を
重
ね
ら
れ
る
べ
き
と
の
申
し

入
れ
を
行
っ
た
。

 

［
行
政
部
］

「
民
主
党
地
域
主
権
調
査
会
総
会
」に 

森
会
長
が
出
席

　

８
月
６
日
、「
民
主
党
地
域
主
権
調
査
会
総
会
（
会

長
：
海
江
田
万
里
衆
議
院
議
員
）」
が
開
催
さ
れ
、
本

会
か
ら
森
会
長
が
出
席
し
た
。

　

同
総
会
で
は
、
閣
法
「
国
の
特
定
地
方
行
政
機
関

の
事
務
等
の
移
譲
に
関
す
る
法
律
案
」（
出
先
機
関
の

事
務
・
権
限
の
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
の
移
譲
）に
つ
い
て

ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
本
会
の
決
議
、
重
点
提
言
等
を
提
出

す
る
と
と
も
に
、
森
会
長
か
ら
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま

え
、
①
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
根
幹
に
関
わ
る
問

題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
な
移
譲
対
象

事
務
が
政
令
事
項
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
像
が
明
ら

か
で
は
な
い
こ
と
、
②
具
体
的
な
財
源
措
置
の
あ
り

方
が
未
だ
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
③
出
先

機
関
ご
と
に
異
な
る
管
轄
区
域
の
整
理
・
統
合
に
つ

い
て
の
国
の
方
針
が
事
前
に
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

等
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
④
市
町
村

の
意
見
反
映
に
つ
い
て「
協
議
の
場
」の
考
え
方
が
示

さ
れ
た
が
、
法
律
上
の
位
置
付
け
は
な
さ
れ
て
お
ら

ず
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
⑤
基
礎
自
治
体
を
対
等
の

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
意
見
が
確
実

に
反
映
さ
れ
る
よ
う
基
礎
自
治
体
の
代
表
を
特
定
広

域
連
合
委
員
会
等
に
参
画
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
等
を
求
め
た
。
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
課

題
や
問
題
点
等
に
つ
い
て
の
国
の
考
え
方
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
市
町
村
の
関
わ
り
方

等
に
つ
い
て
十
分
な
議
論
を
し
、
さ
ら
に
検
討
を
重

ね
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
。

 

［
行
政
部
］

「
民
主
党
総
務
部
門
会
議
」に
お
い
て
、 

地
方
六
団
体
代
表
等
が
意
見
陳
述

　

８
月
８
日
、「
民
主
党
総
務
部
門
会
議
」（
座
長
：

逢
坂
誠
二
衆
議
院
議
員
）
が
衆
議
院
第
二
議
員
会
館

で
開
催
さ
れ
、
都
市
財
政
基
盤
確
立
小
委
員
会
副
委

員
長
の
小
林
・
八
戸
市
長
を
は
じ
め
地
方
六
団
体
等

の
各
代
表
が
出
席
し
た
。

　

会
議
で
は
、
平
成
24
年
度
予
算
編
成
及
び
税
制
改

正
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

意
見
を
述
べ
、
出
席
議
員
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

小
林
・
八
戸
市
長
か
ら
は
、
①
地
方
交
付
税
に
つ

い
て
は
、
都
市
自
治
体
の
財
政
需
要
を
的
確
に
地
方

財
政
計
画
に
反
映
さ
せ
、
総
額
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
恒
常
的
な
地
方
交
付
税
の
財
源
不
足
に
つ
い
て

は
、
臨
時
財
政
対
策
債
に
よ
る
こ
と
な
く
、
法
定
率

を
引
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
消
を
図
る
こ
と
、

②
都
市
自
治
体
の
地
球
温
暖
化
対
策
に
係
る
財
源

に
つ
い
て
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
な
ど
環
境
施
策
に

お
い
て
都
市
自
治
体
の
果
た
し
て
い
る
役
割
及
び
財

政
負
担
を
十
分
勘
案
し
、
そ
の
役
割
等
に
応
じ
た
税

財
源
を
確
保
す
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
、
③
自
動
車

重
量
税
及
び
自
動
車
取
得
税
の
車
体
課
税
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ら
の
税
収
の
多
く
は
市
町
村
に
交
付
さ
れ
、

都
市
自
治
体
に
と
っ
て
貴
重
な
財
源
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
代
替
財
源
を
示
さ
な
い
限
り
、
両
税
収
の
市
町

村
へ
の
財
源
配
分
の
仕
組
み
を
含
め
現
行
制
度
を
堅

持
す
る
こ
と
、
④
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
お

け
る
地
方
税
財
源
に
つ
い
て
は
、
地
方
消
費
税
を
は

じ
め
と
す
る
地
方
税
の
充
実
は
も
と
よ
り
、
増
加
傾

向
に
あ
る
都
市
自
治
体
の
社
会
保
障
経
費
の
財
政
需

要
を
地
方
財
政
計
画
に
積
み
上
げ
必
要
な
一
般
財
源

総
額
を
確
保
し
、
そ
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
、
⑤

市
町
村
向
け
の
地
域
自
主
戦
略
交
付
金
の
具
体
的
な

制
度
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
先
行
す
る
都
道
府
県
及

び
政
令
指
定
都
市
の
運
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
国
と

地
方
の
協
議
の
場
等
で
市
町
村
と
十
分
協
議
し
、
合

意
形
成
を
図
る
こ
と
等
を
要
請
し
た
。

　

ま
た
、
指
定
都
市
市
長
会
か
ら
は
副
会
長
の
鈴
木
・

浜
松
市
長
が
出
席
し
、
指
定
都
市
の
立
場
か
ら
予
算

編
成
に
関
し
て
、
①
真
の
分
権
型
社
会
の
実
現
の
た

め
の
国
・
地
方
間
の
税
源
配
分
の
是
正
②
大
都
市
税

財
源
の
充
実
強
化
、
③
国
庫
補
助
負
担
金
改
革
（
地

域
自
主
戦
略
交
付
金
）、
④
地
方
交
付
税
の
改
革
等
、

⑤
多
様
な
大
都
市
制
度
の
実
現
等
を
要
請
し
た
。

　

全
国
基
地
協
議
会
か
ら
は
副
会
長
の
吉
田
・
横
須

賀
市
長
が
出
席
し
、
基
地
が
所
在
す
る
こ
と
に
よ
る

障
害
や
不
利
益
へ
の
対
応
は
、
基
地
関
係
市
町
村
の

み
が
負
担
す
る
の
で
は
な
く
、
国
の
責
任
の
下
、
広

く
国
民
全
体
の
負
担
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と

Mayors'  Action Mayors'  ActionMayors'  Action Mayors'  Action

全国市長会の 動き

http://www.mayors.or.jp/
全国市長会ホームページURL

#1

#2

海江田民主党地域主権調査会会長（中央）、山花同事務局長（左）に申し入れを行う森会長

#3

小林・八戸市長

鈴木・浜松市長

吉田・横須賀市長



SEPTEMBER 2012 市政 56

Mayors'  Action Mayors'  Action

等
か
ら
、
基
地
関
連
予
算
に
つ
い
て
は
、
他
の
一
般

行
政
施
策
と
同
列
視
せ
ず
、
平
成
25
年
度
基
地
交
付

金
・
調
整
交
付
金
の
増
額
確
保
並
び
に
平
成
25
年
度

基
地
周
辺
対
策
経
費
の
所
要
額
を
確
保
す
る
よ
う
要

請
し
た
。

 

［
財
政
部
・
社
会
文
教
部
］

「
都
市
の
防
災
と
ま
ち
づ
く
り
」を
テ
ー
マ
に
、 

第
10
回
日
米
市
長
交
流
会
議
を
開
催

　

８
月
８
日
、
全
国
都
市
会
館
に
お
い
て
、
米
国
市

長
会
と
共
催
で「
第
10
回
日
米
市
長
交
流
会
議
」を
開

催
し
た
。

　

会
議
に
は
、
本
会
か
ら
、
森
会
長
を
は
じ
め
、
副

会
長
の
井
口
・
岩
沼
市
長
、
副
会
長
の
黒
木
・
日
向

市
長
、
行
政
委
員
長
の
南
・
天
理
市
長
、
行
政
副
委

員
長
の
小
林
・
八
戸
市
長
、
社
会
文
教
副
委
員
長
の

大
橋
・
裾
野
市
長
が
、
ま
た
、
米
国
市
長
会
か
ら
は
、

副
会
長
の
ス
コ
ッ
ト
・
ス
ミ
ス
・
メ
サ
市
長
、
執
行

委
員
の
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ル
マ
ン
・
コ
ロ
ン
バ
ス
市
長
、

諮
問
委
員
の
マ
ー
ク
・
ス
ト
ド
ラ
・
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク

市
長
及
び
米
国
市
長
会
の
ト
ム
・
コ
ク
ラ
ン
事
務
局

長
他
が
出
席
し
、「
都
市
の
防
災
と
ま
ち
づ
く
り
」
を

テ
ー
マ
に
討
議
を
行
っ
た
。

　

ま
ず
、
日
本
側
の
井
口
・
岩
沼
市
長
並
び
に
小
林
・

八
戸
市
長
か
ら
、「
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
対
応
」

に
つ
い
て
、
ま
た
、
米
国
側
の
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ル

マ
ン
・
コ
ロ
ン
バ
ス
市
長
並
び
に
マ
ー
ク
・
ス
ト
ド
ラ
・

リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
市
長
か
ら
「
都
市
に
お
け
る
災
害
対

策
」
に
つ
い
て
事
例
発
表
を
行
い
、
そ
の
後
、
自
由

討
議
を
行
っ
た
。

　

自
由
討
議
で
は
、
井
口
・
岩
沼
市
長
か
ら
、「
自

ら
の
命
は
自
ら
守
る
と
す
る
自
助
の
精
神
を
住
民
に

根
付
か
せ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
こ
と
」、
小
林
・

八
戸
市
長
か
ら
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
の
自
主
防

災
組
織
を
中
心
と
し
た
共
助
が
、
行
政
と
の
連
絡
や

福
祉
避
難
所
の
運
営
に
お
い
て
大
変
有
効
で
あ
っ
た

こ
と
」、
ま
た
、
コ
ロ
ン
バ
ス
市
長
か
ら
は
、「
市
長

の
役
割
と
し
て
、
災
害
に
お
け
る
住
民
へ
の
迅
速
な

情
報
伝
達
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ツ
イ
ッ
タ
ー

な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
活
用
に
よ
る
情
報
提
供
手
段
が
あ

る
こ
と
」、
そ
し
て
、
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
市
長
か
ら
は
、

「
竜
巻
等
の
減
災
対
策
と
し
て
、
建
築
基
準
を
竜
巻

等
に
耐
え
得
る
基
準
に
見
直
し
を
行
っ
た
こ
と
」
な

ど
の
意
見
表
明
が
あ
り
、
森
会
長
か
ら
は
、
中
越
地

震
の
経
験
を
踏
ま
え
、「
市
の
災
害
対
策
本
部
会
議

を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
に
安
心
感
を
与
え

る
な
ど
住
民
へ
の
的
確
な
情
報
提
供
の
必
要
性
と
市

長
が
果
た
す
べ
き
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
重
要
で
あ
る

こ
と
」等
に
つ
い
て
発
言
さ
れ
た
他
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問

題
や
疾
病
対
策
に
つ
い
て
も
活
発
か
つ
熱
心
な
討
議

が
行
わ
れ
た
。

　

な
お
、
次
回
の
日
米
市
長
交
流
会
議
は
、
米
国
市

長
会
の
提
案
を
受
け
、
明
年
米
国
に
お
い
て
開
催
す

る
方
向
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

［
調
査
広
報
部
］

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
連
法
の
成
立
を 

受
け
、
森
会
長
ほ
か
地
方
六
団
体
会
長
が 

共
同
声
明
を
発
表

　

８
月
10
日
、
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
連
法
が

成
立
し
た
こ
と
を
受
け
、
森
会
長
ほ
か
地
方
六
団
体

会
長
は
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
連
法
の
成
立

に
つ
い
て
」共
同
声
明
を
発
表
し
た
。

 

［
財
政
部
］
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